
障害の区分
身体障害者手帳

障害の級別

視 覚 障 害 1級～3級までの各級と4級の1

聴 覚 障 害 2級及び3級

平 衡 機 能 障 害 3級

音 声 機 能 障 害
3級
（咽頭摘出による音声機能障害が
ある場合に限る）

上 肢 不 自 由 1級、2級の1と2級の2

下 肢 不 自 由 1級～6級までの各級

体 幹 不 自 由 1級～3級までの各級と5級

心 臓 機 能 障 害 1級と3級

じ ん 臓 機 能 障 害 1級と3級

呼 吸 器 機 能 障 害 1級と3級

ぼ う こ う ま た は 直 腸
の 機 能 障 害 1級と3級

小 腸 の 機 能 障 害 1級と3級

ヒト免疫不全ウイルスによる
免 疫 機 能 障 害 1級から3級までの各級

乳幼児期以前の非
進行性脳病変によ
る運動機能障害

上肢機能 1級と２級

移動機能 1級～６級

軽自動車税などの減免が受けられます!
身体障害者手帳等をお持ちの方が所有する
軽自動車などは、申請をすると税の減免を
受けることができます。

減 免 基 準
次の①、②、③のいずれかに該当し、
もっぱら通学・通院もしくは生業のため
に使用する車のうち1台。
① 身体に障がいのある方の所有する軽自
動車など
② 精神に障がいのある方の所有する軽自
動車など
③18歳未満で身体に障がいのある方、ま
たは精神に障がいのある方と生計を共
にする方が所有し、運転する軽自動車
など

提 出 書 類　•減免申請書

持参するもの　•障害者手帳等•車検証
　　　　　　•印鑑
　　　　　　•運転する方の運転免許証

申 請 期 限　5月24日（火）
 （納期限5月31日の7日前まで）

申　請　先
　軽自動車など……町税務課住民税係
 （32）3111（内線49）
　普通自動車など…佐久地方事務所税務課
 0267（63）3136

※受けられる減免は軽自動車税と自動車税
のいずれか1台です。お気軽にお問い合
わせください。

５
月
31
日
㈫
が
納
期
限
で
す

平
成
23
年
度
軽
自
動
車
税

　

軽
自
動
車
税
は
毎
年
４
月
１
日

に
軽
自
動
車
等
を
所
有
ま
た
は
使

用
し
て
い
る
方
が
納
め
る
税
金
で

す
。
５
月
中
旬
に
郵
送
さ
れ
る
納

税
通
知
書
で
、
最
寄
り
の
金
融
機

関
で
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、

領
収
書
に
は
車
検
を
受
け
る
時
に

必
要
と
な
る「
納
税
証
明
書
」が
つ

い
て
い
ま
す
。
車
検
証
と
一
緒
に

大
切
に
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。
口

座
振
替
を
利
用
さ
れ
て
い
る
方
は
、

納
付
を
確
認
後
、「
納
税
証
明
書
」

を
郵
送
い
た
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先

　

税
務
課
住
民
税
係（
内
線
42
）

　

佐
久
地
方
事
務
所
か
ら
の
お
知

ら
せ
で
す
。

　

自
動
車
税
は
長
野
県
の
さ
ま
ざ

ま
な
事
業
に
使
わ
れ
る
大
切
な
税

金
で
す
。
ス
ピ
ー
ド
は
控
え
め
に
、

そ
し
て
自
動
車
税
は
納
期
限
内
に

納
め
ま
し
ょ
う
。
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン

ス
ス
ト
ア
で
も
納
め
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先

　

地
方
事
務
所
税
務
課　
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５
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日
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自
動
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税

●知的障害者手帳の障害の程度の記載欄に｢Ａ｣と表示される重度の障害。
●精神障害福祉に関する法律施行令第６条第３項に定める１級の障害。
●戦傷病者の方の等級については、お問い合わせください。

減免の対象となる障害

みよた広報 やまゆりみよた広報 やまゆり55月号 月号 （（1212））　　



こ
ん
に
ち
は
農
業
委
員
会
で
す
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御
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・
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御代田町役場 TEL0267‒32‒3111

農
地
の
貸
借
料
情
報

　

春
の
農
繁
期
と
な
り
、
農
業
機
械
の

使
用
に
も「
慣
れ
」が
出
て
き
た
こ
ろ
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

県
内
に
お
い
て
も
、
農
作
業
中
の
死

傷
事
故
が
発
生
し
て
お
り
ま
す
。

　

農
作
業
中
に
起
こ
る
事
故
は
、
増
加

傾
向
に
あ
り
ま
す
。

　

事
故
は
、
高
齢
化
に
よ
る
体
力
の
低

下
、
反
射
神
経
や
判
断
力
の
低
下
に
よ

る
も
の
が
多
い
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
が
、

実
は「
慣
れ
」に
よ
る
油
断
か
ら
事
故
を

招
く
ケ
ー
ス
も
多
い
の
で
す
。

　

農
業
機
械
の
使
用
に
は
次
の
点
に
注

意
し
、
事
故
を
防
止
し
ま
し
ょ
う
。

●
乗
用
型
ト
ラ
ク
タ
ー
へ
安
全
フ
レ
ー

ム
、
安
全
キ
ャ
ブ
を
装
着
し
ま
し
ょ

う
。
ほ
場
を
出
る
前
に
必
ず
ブ
レ
ー

キ
を
連
結
し
ま
し
ょ
う
。

●
機
械
・
施
設
の
日
常
点
検
を
し
ま

し
ょ
う
。

●
刈
払
機
使
用
時
は
保
護
メ
ガ
ネ
な
ど

の
保
護
具
を
着
用
し
ま
し
ょ
う
。

●
高
所
作
業
・
幅
員
の
狭
い
農
道
や
作

業
路
に
お
け
る
転
落
事
故
に
気
を
つ

け
ま
し
ょ
う
。

●
農
耕
車
の
道
路
走
行
時
は
前
照
点
灯

し
、
農
耕
車
に
は
夜
光
反
射
材
を
装

着
し
ま
し
ょ
う
。

●
労
働
災
害
保
険
、
任
意
保
険
な
ど
へ

春
の
安
全
作
業
に
心
掛
け
ま
し
ょ
う
！

加
入
し
ま
し
ょ
う
。

●
安
全
運
転
操
作
と
周
囲
の
安
全
確
認

を
徹
底
し
ま
し
ょ
う
。

　

平
成
21
年
６
月
24
日
に
農
地
法
改
正

法
が
公
布
さ
れ
、
同
年
12
月
15
日
に
施

行
さ
れ
ま
し
た
。
農
地
法
の
改
正
に
伴

い
、
現
行
の
標
準
小
作
料
制
度
は
廃
止

さ
れ
、
新
た
に
農
業
委
員
会
が「
農
地

の
賃
借
料
情
報
」を
提
供
し
ま
す
。

　

賃
借
料
を
伴
う
契
約
の
際
は
、
情
報

を
参
考
に
両
者
の
協
議
に
よ
っ
て
賃
借

料
の
設
定
を
し
て
く
だ
さ
い
。

 10aあたりの単価（円）

田 畑

件数 25件 110件

平均額 8,700円 9,400円

最高額 15,000円 15,000円

最低額 4,700円 3,000円

 （2010.1.1～2010.12.1データ）

作 業 の 種 類 労賃・料金（円） 備　　　　　　　　考

水　

田

一　般　作　業 800 1時間あたり

田　植　作　業 900 〃

畑 一　般　作　業 800 〃

耕　

起

整備田 ロータリー 7,500 標準15㎝耕起 10aあたり

普通田 ロータリー 8,000 〃

畑 ロータリー 7,500 〃

土壌改良 サブソイラー 9,300 縦横1ｍ間隔引き 〃

代 か き ドライブハロー 7,500 植代のみ　未整備田は10%割増 〃

機　
　

械

田　　　　　植 10,000 中・成苗 〃

収　穫

バインダー 10,500 結束ひも付き 〃

ハーベスター 10,000 〃

自脱コンバイン 24,000 運搬料金は別途 〃

堆　肥　散　布 5,200 積込・散布　2ｔ 1台あたり

１．消費税の5％は外税。
２．大型機械等の遠隔地への移動は実費。
３．ほ場の条件により割増。
４．労賃・料金は標準ですので、場合により両者の協議によって決定してください。

平成23年度
御代田町農作業標準労賃・機械作業料金表

（（1313）） みよた広報 やまゆり みよた広報 やまゆり55月号月号


